
（例）改修額5,000万円の場合

・改修年度において、通常の償却額に特別償却額375万円を上乗せすることが可能となり、税負担を軽減。
・償却期間が短くなる（39年→36年）ことで、投下資本の早期回収を図ることが可能。

（注）平成19年度税制改正により残存価額が廃止され、平成19年4月1日以降に改修等を行った場合には、耐用年数経過時に1円（備忘価額）まで償却できる。

特別償却制度の場合

特別償却額（375万円）
この額を損金算入することで、
減税の効果が得られる。

36年間39年間

通常の償却の場合

通常の償却額
（毎年度130万円）

通常の償却額
（毎年度130万円）

改修価額

5,000万円

改修価額

5,000万円

（注）

［粗い試算］

平成11年度借入・償還期間20年の場合

「療養病床転換支援

資金制度」を平成20

年度から活用

● 償還期間 20 年
● 利率 2.5 ％
● 借入額 6.4 億円

● 償還期間 20 年
● 利率 1.8 ％
● 借入金残高 3.2 億円

■対象施設
　療養病床を老人保健施設、有料老人ホーム等に転換する病院又は診療所

■概　要
療養病床整備を行う医療機関の転換後の安定的な経営を支援し、療養病床整備時の債務の円滑な償還に対応するため、独立行政

法人福祉医療機構の融資制度として平成20年度に創設。（23年度までの時限措置）
●  貸付限度額　　最大7.2億円以内
（原則4.8億円以内。ただし、特に必要と認められる場合は7.2億円以内）

●  償還期間　　　最大20年以内
（原則10年以内。ただし特に必要と認められる場合は20年以内）

●  貸付利率　　　財政融資資金借入利率と同率

また、療養病床整備時に独立行政法人福祉医療機構から借り入れた債務についても、法人の経営状況に応じて償還期間を延長する

こととしている。

【参考】療養病床転換支援資金の概要

15 403938373635343332313029282726252423222116 17 18 19 2014（平成） 1211 13

元
本
返
済
額

金額

元本返済額　1,600万円／年元本返済額　約3,200万円／年

利子分

利子分

元利合計
H19（資金活用前）：約4,087万円

H20（資金活用後）：約1,788万円

資金活用により、元利返済額は

約2,299万円／年の減額となる

転換に伴う事業収入の減少により、
過去の債務返済が困難

療養病床転換支援資金活用　　　　　予定償還期限　20年まで延長返済開始→

療養病床を老人保健施設等に転換するための改修等を行った場合、その年度の法人税について
特別償却（基準取得価額の15％）できる措置を創設し、税負担を軽減します。
【平成19年4月から平成21年3月まで】

※老人保健施設等 ： 老人保健施設、ケアハウス、有料老人ホーム（居室は原則個室とし、1人当たりの居室面積が13裃以上であるもの）、

認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所

※基準取得価額 ： 取得価額の50／100

転換時の改修等に関する
特別償却制度（法人税）の概要

療養病床転換支援資金の創設

過去に整備した療養病床に係る債務の円滑な償還を含め、医療法人等による療養病床の転換の促進を図る「療養病床
転換支援資金」を創設します。
これにより、療養病床転換により事業収入が減少しても、安定的な経営を確保できます。（キャッシュフローの改善）

各支援措置について

第
3
▼
療
養
病
床
の
具
体
的
な
転
換
の
推
進

2524 療養病床の再編成と円滑な転換に向けた支援措置について



※ 平成19年度からの要件緩和事項についてはアンダーライン表記

主な
施設種別

主な貸付の
相手方

平成20年度
（病床転換に限る）

通常の融資条件

特別養護老人ホーム 社会福祉法人

有料老人ホーム

財投
金利

90％

利率融資率 利率融資率

財投
金利

90％
財投金利
＋
0.1％

75％

財投金利
＋
0.1％

75％

原則として
融資対象外

社会福祉法人
医療法人

老人保健施設
（※医療貸付）

社会福祉法人
医療法人

ケアハウス
社会福祉法人
医療法人

保証人

担保

償還方法

融資期間

融資利率

融資額

資金の使途

対象

病院2名以上、診療所1名以上

原則として必要

毎月償還（元金均等）

原則5年以内。ただし特に必要と認められる場合は7
年以内（うち据置期間1年以内）

財投金利＋0.5％

病院は1億円以内、診療所は4,000万円以内

一時的な特殊要因等により生じた資金不足を解消するた
めに必要な資金繰り資金、経営改善のために必要な資金

療養病床を有している病院及び診療所

融
資
条
件

融資条件等 融資条件等

Ⅰ 療養病床転換に係る融資条件の優遇 Ⅱ 経営安定化のためのつなぎ融資

　病院、診療所において、一時的に資金不足が生じる場
合（※）には、「経営安定化資金」の融資制度を活用可能
（既に制度化）。

（※）具体例
　●「介護保険移行準備病棟」または「経過型介護療養型医療施設」へ
　　移行するために一時的に資金不足が生じる場合等

　転換に伴う改修等に要する資金については、融資条件
を平成19年度より優遇。

　① 融資率 75％ → 90％へ引上げ
　② 貸付金利 財投金利＋0.1％ → 財投金利と同じ
　③ 融資対象 有料老人ホームの融資対象化

　転換が本格化する第4期介護保険事業（支援）計画（平成21～23年度）の策定に当たり、医療療養病床から老人保健施設等への転換分について

は、一般の老人保健施設等とは別のサービス類型として一体的に取扱うこととし、年度ごとのサービス量は見込みますが、必要定員総数は設定しな

いものとします。

　この結果、必要定員総数の超過を理由とする指定拒否等は生じないことになります。

　介護療養型医療施設から老人保健施設等への転換分については、当該転換分を含めて、施設種別ごと、年度ごとの必要定員総数を定めます。

　その際に、転換分以外の老人保健施設等の必要定員総数を、別途「非転換分必要定員総数」として第4期計画上明記し、非転換分（一般病床・

精神病床（認知症疾患療養病棟を除く）からの転換分を含む。）の指定拒否等については、この数値を基準として判断します。

　一方で、介護療養型医療施設からの転換分については、同じ介護保険財源の中での種別変更であるため、必要定員総数の超過を理由とする

指定拒否等は行わないものとします。

介護療養型医療施設等からの転換分

医療療養病床からの転換分

圏
域
ご
と
に
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
を
積
み
上
げ

介護療養型医療施設
老人保健施設

特別養護老人ホーム、特定施設

介護保険事業支援計画
（都道府県）

特定施設

特別養護老人ホーム

老人保健施設

介護療養型医療施設

短期入所

通所介護

訪問介護

特定施設

特別養護老人ホーム

老人保健施設

介護療養型医療施設

・・・介護療養からの転換分
・・・非転換分必要定員総数

在宅サービス

施設・居住系サービス

医療療養病床からの転換分

必要定員総数は設定しない

転換分・非転換分に分けて
必要定員総数を設定する。

介護保険事業計画
（市町村）

サ
ー
ビ
ス
見
込
量
の
設
定

介護療養型医療施設
老人保健施設

特別養護老人ホーム、特定施設

特定施設

特別養護老人ホーム

老人保健施設

介護療養型医療施設

短期入所

通所介護

訪問介護

在宅サービス

施設・居住系サービス

医療療養病床からの転換分

（独）福祉医療機構の融資条件の優遇等

第3期介護保険事業（支援）計画における
定員枠の弾力化

第4期介護保険事業（支援）計画における
療養病床から老人保健施設等への転換分の取扱い

Ⅱ 医療区分1の患者が多く、経営困難な医療機関の特例

　第3期の合計の指定枠を超える場合であっても、次のすべての要件を満たす医療保険適用の療養病床については、都道府県及び市町村の協議（認知症高齢者グ

ループホームへの転換の場合は市町村の判断）により、老人保健施設等への転換を可能としています。

① 当該療養病床における医療区分1の患者割合が当該都道府県の平均値を超えていること

② 転換を認めなかった場合は当該医療機関が存続できなくなると見込まれること

③ 当該療養病床の転換・存続が地域ケア体制の確保を図る上で必要不可欠であること

Ⅰ 介護保険施設等の定員枠の弾力運用

　都道府県、市町村は、第3期（平成18～20年度）の介護保険施設等の合計の指定の枠内であれば、年度ごと、施設種別ごとの指定の枠を超えても、医療保険適用

の療養病床から老人保健施設等への転換を可能としています。

市町村介護保険事業計画における認知症高齢者グループホーム等の指定枠についても、3年間の合計の新規指定の枠内であれば、同様に取り扱う。

見直し後 転換は3年間を通じ、全種別合計の指定の枠内で行う。現　行 転換は年度ごと、施設種別ごとの指定の枠内で行う。

4施設計 300 ＋＋ = 900300300

（例）

特定施設

特　　養

老健施設

介護療養

（例） 【18年度】 【20年度】 【18～20年度】

3年間の全種別
合計の指定の枠

900

【19年度】

特定施設

特　　養

老健施設

介護療養

50 5050

100 100100

100 100100

50 5050
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